
平成１８年１２月に地方分権改革推進法が成立し、同

法に基づき設置された地方分権改革推進委員会から、

これまでに４次に渡る勧告がなされるなど、分権型

社会の実現に向けた動きは加速している。しかし、

分権型社会を実現する上での大きな課題として、歳

入面の課題があり、地域の実情に応じた施策を展開

するための地方税財源の確保が求められている。現

在、市町村の財源については、地方交付税制度が、

各市町村の自然的・地理的・社会的諸条件に対応す

る合理的でかつ妥当な水準における行政を行うため

に必要な財源を保障している。しかし、これは、市

町村の行う行政のうち、普遍性のある行政のみを対

象とし、市町村が任意に行う特殊な行政は対象外と

している。従って、この財源保障機能によって財源

が保障される場合を除き、地域の実情に応じた多種

多様な施策に必要な財源が必ずしも保障されないケ

ースが出てくることになる。地域によって求められ

る行政需要が異なるのであれば、それに対応する負

担についても地域ごとに当然異なってくる。標準的

な水準を超えた、より良い行政サービスを住民が選

択するのであれば、それに応じた財源の確保が必要

となってくるのである。そのため、市町村が自ら持

つ課税権に基づいて、自主的に財源を確保する方法

が求められる。

また、この自主財源の確保は、多くの市町村の財

政状況からみても取り組むべき課題である。平成２０

年秋のアメリカ発の金融危機は、生活保護費の増加

や税収の低迷といった形で多くの市町村に色濃い影

響を及ぼしており、特に、バブル時に右肩上がりの

税収を見込んで多額の起債をしてしまった市町村で

は、危機的な財政状況がさらに悪化している。多く

の市町村では、投資的経費の削減など歳出面の努力

が続けられているが、歳入面での改善策の一つとし

て、自主財源のさらなる確保も求められている。

そこで本稿は、市町村における自主財源の確保が

早急の課題であると位置づけ、その手法と理論につ

いて論じることとする。

具体的には、市町村が自主財源を確保するに当た

って求められる諸点を「十分で、安定的かつ応益性

のあること」と整理した上で、課税自主権に基づく

法定外税の創設と超過課税（特に固定資産税の超過

課税）に着目し、それらの手法及び理論について検

討する。

市町村の課税権については、憲法と地方自治法に

よって根拠付けられている。まず、憲法第９２条は

「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方

自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定

し、この理念にそって地方自治の大綱を定める地方

自治法では、第２２３条において「普通地方公共団体

は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収

することができる。」と規定し、市町村の課税権を明

らかにしている。

そして、地方税法第２条に「地方団体は、この法

律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収する

ことができる。」とし、市町村が、地方税法の枠内で

地方税の課税権を行使できる旨を具体的に規定して

いる。ここで、地方税法の枠内とされているのは、

国税と地方税とを総合的に考慮し、国と地方との間

２．市町村の課税権の法的根拠について

１．はじめに
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の適正な税源配分を図る必要性や、各市町村の住民

の租税負担の均衡を図るといった理由からであり、

そのため、市町村の課税権については、法律で一定

の制限が設けられている。

具体的には、一部の目的税の課税、法定外普通税

及び法定外目的税の新設変更、一定税率を定められ

ている税目以外の税目についての税率の決定、督促

手数料の徴収等は、市町村の選択に委ねられるが、

その他の事項について、市町村が任意の規定を設け

ることは許されていない。

ところで、租税については、憲法第８４条に「あら

たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、

法律又は法律の定める条件によることを必要とす

る。」と定められており、憲法上、租税に関する事項

は、原則として法律で定めなければならない。この

ような理念を租税法律主義というが、地方税につい

ては、地方税法第３条第１項に「地方団体は、その

地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦

課徴収について定をするには、当該地方団体の条例

によらなければならない。」と規定され、市町村は、

地方税を賦課徴収するに当たって、その根拠を法律

ではなく、条例に求めなければならないこととなっ

ている。これは、前述した「租税法律主義」の例外

をなしているが、これは憲法が別に定めているとこ

ろの「地方自治の本旨」からくる例外である。条例

は、その市町村の住民の代表機関が制定するもので

あり、地方の住民の責任と負担において地方の行政

を処理するのが「地方自治の本旨」である以上、条

例で地方税の賦課徴収について規定をすることは、

憲法の趣旨に反するものではなく、租税法律主義の

一変形であると解されている。

以上のことから、市町村の賦課徴収についての最

終的な根拠は、条例となるが、その条例は法律上の

制限が課されるため、市町村にとって、独自の課税

権を行使して自主財源を確保する際には、一定の制

約がある。

次に、市町村が自主財源を確保するに当たり、ど

のような点に注意すべきかについて租税原則を参考

にしたい。租税原則とは、現実の租税体系がどうあ

るべきかを示す諸原則である。租税原則は、アダム

スミスやマスグレイブらによって各種の原則が提唱

されてきたが、現在においては、経済社会の構造変

化等によって、重点の置き方が変化するものの「公

平・中立・簡素」の３つに集約することができると

されている。

地方税は、租税の１つであるので、この３つの租

税原則に基づいたものでなければならないことは当

然である。そのうえで、地方税は、地方公共団体の

行財政運営に要するための経費を賄うものであるこ

とから、税制の構築の際、これらの租税原則以外に

必要な多くの点が存在するとされ、例えば「地方税

制の現状とその運営の実態」（財団法人　地方財務協

会編）では、地方税の原則として次の６つが挙げら

れている。

（１）収入が十分なものであり、かつ、普遍性がある

こと。

（２）収入に安定性のあること。

（３）収入に伸張性があること。

（４）収入に伸縮性があること。

（５）負担分任性があること。

（６）地方団体の行政又は施設と関連性（応益性）が

あること。

これらの原則は、一般的に市町村は財政規模が小

さいのに、行政事務は経常的なものが多いといった

事務の実情や、住民が市町村の行政に要する費用を

負担しあうことが自治の基本であるといった理念に

基づいて挙げられているものである。

また、この地方税に係る各々の租税原則に合致す

る税目を表１のように分類している。

この分類によると、固定資産税は、十分性、普遍

性、安定性及び応益性を満たす一方で、市町村民税

は、十分性、普遍性、伸張性及び負担分任性を満た

している。このように、各税目はそれぞれ異なる原

則を満たしており、全ての原則を満たす税目はない。

３．地方税の原則と自主財源確保の方向性
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そのため、トレード・オフの関係が存在し、１つの

原則を重視すると他の原則を損なう場合もある。従

って、複数の税目を利用して税制を構築していく場

合、税制全体として公平等の原則を満たしているか

どうかが重要とされる。

では、市町村が自主財源を確保するにあたって、

どのような原則を重視すべきであろうか。前述した

ように租税原則については、経済社会の構造変化等

によって重点の置き方が変化するとされるが、現在

の地方税について重点を置かれている原則を参考に

したい。

まず、地方分権を進展させるために、現在の市町

村歳入にとって必要なことは、「地方税財源の充実」

であるとされていることから、地方税の収入が十分

であるという「十分性」が必要とされている。

次に、この地方税財源の充実については、①市町

村は、住民の生活に身近で安定的な行政サービスを

広く担う必要がある、②市町村間の財政力格差を是

正する必要があるといった理由から、「税源の偏在性

が少なく、税収に安定性を備えた地方税体系の構築

が必要である」と議論されているものが多数ある。

これについては、「地方分権推進計画」（平成１０年５

月閣議決定）、「行政改革大綱」（平成１２年１２月閣議決

定）等に記載が認められ、最近では、政権交代後初

となる平成２２年度税制改正大綱（平成２１年１２月閣議

決定）にも記載されていることから、「偏在性の少な

いこと（普遍性）」及び「安定性を備えていること

（安定性）」については、特に重点が置かれているこ

とが分かる。

また、これらに加えて「受益と負担」の関係を重

要とする議論が少なくない。つまり、行政サービス

からの受益に応じて課税すべきという「応益課税」

の理念が重視されている。このような理念は、平成

１９年度に所得税から個人住民税へ３兆円の税源移譲

がなされた際、従来は各々の負担能力に応じて課税

すべきという「応能課税」原則に基づいて、所得の

段階別に３つに区分されていた税率が、応益性をさ

らに明確化する必要があるとして、一率の比例税率

に改められたことにも認められる。これは、「受益と

負担」の明確化が、市町村の財政面における自立度

を高め財政構造改革に寄与することや、税負担につ

いて住民に対するアカウンタビリティの観点から、

受益に基づいた負担（応益性）について重点が置か

れている。

それでは、どのような原則が市町村の自主財源確

保において、より重要視されるべきか見てみると、

「偏在性の少ないこと」については、政府が地方税財

源の充実策を施すに当たって、市町村間の税収格差

が広がるような充実策は望ましくないことから、ど

の地域においても存在する税源を充実することが必

要として議論しているものである。そのため、「偏在

性の少ないこと」という普遍性の原則は、市町村が

自主財源を確保するにあたって求められる原則とい

うよりも、市町村間の租税のアンバランスを生じさ

せないようにするための要件としての側面を持つと

いえる。従って、市町村が自主財源を確保する方法

を検討するにあたっては、「十分」で「安定的」な税

収確保が図られ、かつ、「応益性」が明確になってい

ることが重要であると考えられる。

２で述べたように、市町村の課税権については、

地方税法上、一定の制限が課されていることから、

地方税による自主財源の確保の方法は、企業誘致等

による政策的なものを除くと、①一部の目的税の課

税、②法定外普通税及び法定外目的税の新設変更、

③一定税率を定められている税目以外の税目につい

ての超過税率の決定の３つが挙げられる。

このうち、③の超過課税については、５以降で詳

４．法定外税の可能性
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しく述べるので、ここでは、①及び②について、簡

潔に考察する。

①一部の目的税の課税

地方税法第５条では、市町村が課すべき税目は、

普通税として、市町村民税、固定資産税、軽自動

車税、市町村たばこ税、鉱産税及び特別土地保有

税（徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比し

て多額であると認められるものその他特別な事情

がある場合を除く）、目的税として、入湯税（鉱泉

浴場所在の市町村）及び事業所税（指定都市等に

限る）の８税目が規定されている。

また、課することができるものとして、法定外

税を除くと、都市計画税、水利地益税、共同施設

税、宅地開発税及び国民健康保険税の５つの目的

税が規定されている。このうち、国民健康保険税

は、前提となる制度や趣旨等が他税目と大きく異

なり、同列に論じることが困難であるから除外す

るが、その他の税目について自主財源を確保する

に当たり、活用できないであろうか。

まず、これらの税目について、平成２０年度の府

内市町村における課税状況を見てみると、都市計

画税が最も活用されており、課税市町村数は３５市

町、収入額合計は１,２９４億円となっている。これに

対し、水利地益税、共同施設税及び宅地開発税に

ついては、課税している市町村がない状況である。

これらの税目は、いずれも目的税であるため、

使途を特定せず一般経費に充てる目的で課される

普通税とは異なり、特定の経費に充てる目的で課

される租税である。具体的には、都市計画税は、

都市計画事業又は土地区画整理事業の費用、水利

地益税は水利に関する事業等の費用、共同施設税

は共同作業所、共同倉庫、共同集荷場等の施設に

要する費用、宅地開発税は、道路、水路等の整備

に要する費用に充てるため、それぞれ、「原則とし

て市街化区域の一定の土地及び家屋の所有者」、

「当該事業により特に利益を受ける土地又は家屋」、

「当該施設により特に利益を受ける者」、「宅地開発

を行う者」に課するとされている（地方税法第７０２

条他）。

いずれにしても、事業や施設による受益と負担

の関係を基礎としている点で、共通点を有する税

目であるが、水利地益税又は共同施設税について

は、課税客体や納税義務者を公平に特定すること

が実務上困難であること、宅地開発税は、市町村

の宅地開発要綱等に基づき、宅地開発業者に対し

て道路等の公共施設の整備を求めていることが多

く、実質的には、これに係る費用を負担している

ことが多い現状から、あらためて活用を検討して

いくことが難しいとされている。

そのため、市町村が都市計画税以外を活用する

には、制度上又は実務上、多くの課題があり、自

主財源を確保する現実的な手段とは言えない状況

にある。

②法定外普通税及び法定外目的税の新設変更

次に、法定外普通税及び法定外目的税（以下、

併せて「法定外税」という。）であるが、前述した

ように、地方税法には、市町村が課すべき又は課

することができる税目（以下、「法定税目」とい

う。）が定められている。一方で、地方税法第５条

には、市町村は法定税目とは別に税目を起こして

普通税及び目的税を課することができる旨が定め

られている。法定外税を課すことができると規定

されている趣旨について、法定外普通税は「税収

を必要とする財政需要を充足するために課するも

の」とされており、法定外目的税は「条例で定め

る特定の費用に充てるため課するもの」とされて

いる。これは、自主財源確保の観点からいうと、

まさしくその趣旨に沿う税目である。

法定外税の導入については、課税客体、課税標

準、税率等を市町村が独自に決定し、その新設又

は変更について、総務大臣に協議して同意を得な

ければならないため、高度な政策立案能力が必要

とされる。総務大臣の同意を得るためには、①国

税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、

住民の負担が著しく過重となること。②地方団体

間における物の流通に重大な障害を与えること。

③国の経済政策に照らして適当でないことのいず

れにも該当しないことが条件とされている（地方

税法第６７１条、同７３３条）。この要件については、平

成１２年４月施行の地方分権一括法による地方税法
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の改正により、総務大臣の「許可制」から「同意

制」へ変更となるなど要件が緩和されたものであ

り、また、地方分権一括法の施行前は、法定外普

通税のみが認められていたところであるが、住民

の受益と負担の関係を明確にし、地方自治体の課

税の幅を拡大する観点から、法定外目的税の制度

が創設されたところである。

このように、法定外税については、要件の緩和

や制度の拡充が順次進められてきたこともあって、

平成１２年４月では全国において４団体であった課

税団体数が、平成２１年３月現在では、１２団体へと

増加している（府内で課税している市町村はない）。

また、法定外税による全国の収入額をみても、平

成１２年度以降堅調な増加傾向が認められ、平成２０

年度決算額で、法定外普通税は７団体で１３億円、

法定外目的税は５団体で１７億円、合計１２団体で

３０億円となっており、平成１２年度における収入額

５億円の６倍となった。

法定外税を活用した自主財源確保については、

要件が緩和されてから短期間ということを考慮す

ると、この結果について、一定の評価はできる。

法定外税を課すことは、市町村が行政・政策にお

ける独自のイニシアチブを発揮し、地方分権を推

進していく手法として大きな意味を持つことから、

必要があれば積極的に取り組むべきである。

しかし、収入額に着目すると、全国の法定外税

による収入額は３０億円であり、全国市町村税収入

の総額２１兆６千２６億円の約０.０１％にしか相当しな

い。また、産業廃棄物の埋立て処分に賦課する北

九州市の「環境未来税」と使用済核燃料の貯蔵等

に賦課する薩摩川内市及び柏崎市の「使用済核燃

料税」の収入額が、全国の法定外税の収入額のう

ち約７割と大きな割合を占めている。このように、

法定外税は、市町村税全体の収入額に占める割合

が非常に小さいことや、使用済核燃料といった偏

在性の高い税源への課税が目立っている。新たに

法定外税を創設するには、新たな税源を見出す必

要があるが、主な税源は、既に法定税目として課

税されていることが多く、行政需要を満たすよう

な大規模な税源を見出すことは容易ではないこと

が分かる。

平成１３年に、課税自主権活用研究会（財団法人

自治総合センター設置）が「課税自主権の活用の

あり方について」の中で、「法定外税は、（中略）

地域により異なるものの、一般的には多くの税収

を期待することはできないものと考えられる」と

報告したように、現在の課税状況からは、法定外

税の活用によって、将来に亘り十分で安定的な収

入を得るのは、難しいと言えるであろう。

以上、一部の目的税の課税及び法定外税について

述べてきたが、地方税による自主財源確保の方法と

しては、この他に、標準税率を超えた税率によって

課税する超過課税と呼ばれる方法がある。

市町村のとるべき税率について、地方税法におい

ては、標準税率、制限税率、一定税率及び任意税率

の４つの方式が定められている。

①標準税率

通常よるべき税率で、その財政上その他の必要

があると認める場合においては、これによること

を要しないものとして法定されている税率。地方

交付税の基準財政収入額の算定の基礎に用いられ

る税率。

②制限税率

当該税率を超えてはならないものとして法定さ

れている税率。

③一定税率

国家の経済施策等の観点から、これ以外の税率

によることを許さないものとして法定されている

税率。

④任意税率

法律上の定めを設けず、任意に定めることがで

きるものとされている税率。

このように、市町村の税率は、③の一定税率に該

当する税目を除いては、市町村が自らの意思で、そ

れぞれの範囲内で、条例の定めるところにより税率

を決定することができる。

５．超過課税による自主財源確保
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税率は、税目によって異なった定め方をされてお

り、例として、市町村の基幹的な税目となる個人市

町村民税、法人市町村民税及び固定資産税の３税目

（地方税法上の税目の区分とは異なるが、説明の便宜

上、個人市町村民税と法人市町村民税についてはそ

れぞれ別税目として取り扱う。以下、「主要３税目」

という。）の税率の制定状況を表２に示した。これを

見ると、個人均等割、所得割（分離課税にかかる所

得割等を除く）及び固定資産税は、標準税率のみ定

められており、法人均等割及び法人税割は、標準税

率と制限税率が定められている。

このように、主要３税目については、全てに標準

税率が定められており、一定税率とはなっていない

ため、これらについての超過課税が可能となってい

る。

次に、超過課税を実施する際の条件であるが、こ

れは、地方税法の規定によって「その財政上その他

の必要がある場合」が条件とされている。「その財政

上その他の必要」があるかどうかの判断は、個々の

具体的な事例によるとし、財政上の必要性だけでは

なく、一定の政策目的を達成する手段として税率を

変更することもできるとされているので、税率を変

更することについては、広い裁量権が認められてい

る。

ただし、税率を変更するにあたって、２点注意が

必要である。１点目は、税率変更自体について地方

税法上の制約がある場合がある。例えば、個人市町

村民税における所得割の税率を変更する際は「一の

率」とし、所得水準に応じた複数の税率を設けるこ

とが許されていない（地方税法第３１４条の３第１項）。

また、固定資産税においては、土地、家屋、償却資

産の区分別に異なる税率を採用しての超過課税は認

められていないうえ、当該市町村の固定資産税の課

税標準の総額に対し３分の２を超えるような課税標

準を有する一の納税義務者がいた場合、１.７％を超

える税率を採用する際は、市町村議会において当該

納税義務者の意見を聴くこととされている（地方税

法第３５０条第２項）。

２点目は、地方債の発行との関係である。普通税

に係る税率を標準税率未満とした場合、公共施設等

の建築事業費のための地方債の発行について総務大

臣又は都道府県知事の許可が必要となる（地方財政

法第５条の４第４項）。

以上の２点に注意が必要であるが、超過課税によ

る自主財源確保の方法は、法定外税の導入と比較す

ると、新たな税源を見つける必要がないので、より

現実的であると言える。このような理由もあってか、

平成２０年４月１日現在、超過課税を実施している全

国の団体数は、主要３税目でいうと、個人均等割及

び所得割で１団体、法人均等割で４０８団体（合併等

による不均一課税含む）、法人税割で１０２１団体（合

併等による不均一課税含む）、固定資産税で１６０団体

と、法定外税と比較すると、より活用されている状

況となっている。

府内市町村における超過課税の実施状況をみると、

平成２０年度の超過課税による収入額（府内市町村合

計）は２９４億円となっており、府内市町村税収入の

総額１兆６,１２２億円のうち、１.８２％を占めている。

平成２０年４月１日現在で、個人均等割、所得割、

法人均等割、法人税割及び固定資産税の別に超過課

税を実施している府内の市町村数は、多いものから

順に、法人税割、法人均等割、固定資産税となって

おり、個人均等割及び所得割については全市町村が

標準税率で課税している。なお、その他の税目で超

過課税は実施されていない。

法人税割は、制限税率となる１４.７％で課税してい

る市町村（合併等による不均一課税を実施する市町

村を含む。）が３４市町あり、１４.５％の大阪市、１３.５％

（平成２１年度から１４.７％）の箕面市を含めると３６市
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町が超過課税を実施しており、府内の実施割合は

８３.７％となっている。全国の実施割合は、５７.１％

であるので、単純に比較すると約２７％上回っている。

次に、法人均等割については、１６市町（一部法人

で標準税率を採用している大東市を含む。）が制限税

率で課税しており、全国の超過課税の実施割合２２.８％

に対し、府内の実施割合は３７.２％と、単純比較で約

１４％上回っている。

一方、固定資産税については、岬町が平成１９年度

から１.７％の税率を適用しているのが唯一であり、府

内の超過課税の実施割合は２.３３％と、全国の実施割

合８.９４％より約７％下回っている。

以上のように、全国的に法人市町村民税について

超過課税を実施している例が多いが、府内市町村に

ついては、その傾向が顕著である。そのため、新た

に法人市町村民税の超過課税を実施する余地がない

市町村がほとんどである。

（１）固定資産税の「十分性」、「安定性」、「応益性」

の検証

これまで、市町村が自主財源の確保を検討するに

当たって、「十分性」、「安定性」及び「応益性」とい

った租税原則が重視されるべきであること、また、

法定外税より超過課税が広く採用されている現況に

ついて説明した。次に、超過課税を実施するにあた

り、どの税目が適当であるか分析を進めたいと思う。

本稿では、「十分性」、「安定性」及び「応益性」の原

則に沿う税目が、近年において超過課税を実施する

際に望ましいと考える観点から、それらの原則に応

じる税目に着目したい。３の表１に示したように、

上記の３つの原則に沿う税目は、固定資産税とされ

ているが、これについて府内市町村の状況を勘案し

ながら、項目別に検証を行う。

①十分性

超過課税による収入額は、標準税率にかかる収

入額に比例する。そのため、市町村税全体の収入

額のうち高い割合を占めるものから順に超過課税

による収入額が大きくなるので、その構成割合に

着目して分析する。

平成２０年度における府内市町村の標準税率相当

分の収入額について、税目別構成割合は図１のと

おりである。構成割合の高いものから順に、固定

資産税（市町村交付金を除く。）３９.６％、個人市

町村民税３０.６％（均等割０.７％、所得割２９.９％）、

法人市町村民税１２.７％（均等割２.０％、法人税割

１０.７％）、都市計画税８.０％、市町村たばこ税４.０％、

その他３.３％となっている。以上のように、主要３

税目だけで８２.９％を占めており、市町村税収入の

総額の大部分を構成していることが分かる。

また、府内の直近１５年間における市町村税収入

額の税目別構成割合の状況は図２のとおりで、固

定資産税が３８.９％～４５.６％、個人市町村民税が

２５.３％～３０.６％、法人市町村民税が９.４％～１４.１％

と、年度間でその割合に若干の変化が認められる

が、近年において大きな変化は認められない。

このように見てくると、一般的に超過課税によ

る収入が十分と見込めるものは、固定資産税、個

人市町村民税（所得割）及び法人市町村民税（法

人税割）ということができ、特に固定資産税は、

最も高い構成割合を占めていることからも「十分

性」を備える税目であると言えるであろう。

②安定性

安定性の指標については、様々な指標が知られ

ているが、市町村の経費には、その行政事務の性

６．固定資産税の超過課税
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平成２０年度 
市町村税（府計） 
１兆６,１２２億円 

 
 

その他　 
５３０億円　３.３％ 
 

市町村たばこ税 
６５２億円　４.０％ 
 

（純）固定資産税 
超過税率相当分 
３億円　０.０％ 
 

都市計画税 
１,２９５億円 
 ８.０％ 
 
 

個人市町村民税 
４,９３３億円　３０.６％ 
 

均等割 ０.７％ 
所得割 ２９.９％ 
 

（純）固定資産税 
標準税率相当分 
６,３７７億円　３９.６％ 
 

法人市町村民税 
標準税率相当分 
２,３３３億円 １２.７％ 
 均等割均等割 ２.０.％ 
法人税割法人税割 １０.７％ 
 

均等割 ２.０.％ 
法人税割 １０.７％ 
 

法人市町村民税 
超過税率相当分 
２９２億円　１.８％ 

図１　市町村税収入額の税目別構成割合
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質上経常的なものが多く、年度ごとに収入額が急

激に増減しないことが必要であるとされることか

ら、本稿では、収入額の対前年度比率を安定性の

指標として用いることとした。また、固定資産税

の安定性を検証するための比較対象は、①で述べ

た個人市町村民税（所得割）と法人市町村民税

（法人税割）を用いた。

府内の直近１５年間における各税目の収入額の対

前年度比率は、図３のとおりである。対前年度比

率の増減幅をみると、固定資産税が－５.５４％～

８.４３％の範囲にあるのに対し、所得割が－１５.６０％

～１５.５２％、法人税割が－１７.４３％～２３.０６％であ

り、固定資産税の増減幅が最も小さい。

また、対前年度比率の絶対値を取った場合、固
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図２　市町村税収入額の税目別構成割合の推移

図３　収入額の対前年度比率の推移
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定資産税の値が最小となる年度が、直近１５年間の

うち、平成７年度、平成８年度及び平成１５年度を

除き１２年度ある。従って、固定資産税、個人市町

村民税（所得割）、法人市町村民税（法人税割）の

うちでは、固定資産税が他の税目に比べ、相対的

に安定的であることがいえよう。

では、どうして固定資産税は相対的に安定して

いるのであろうか。これは、固定資産税の課税客

体となる土地と家屋が普遍的に存在し、かつ、１

度評価替えが行われた後、固定資産税評価額が原

則３年間据え置かれることや、土地に係る負担調

整措置により税負担の急激な変動を抑制してきた

ことなどが理由として考えられる。つまり、固定

資産税は、年度間で税額が大きく変動しないよう

に、税制自体があらかじめ構築されていると考え

られるものである。

③応益性

固定資産税の応益性について、前掲の「地方税

制の現状とその運営の実態」によると、「固定資産

税は、応益負担の原則に立脚した税である。市町

村の区域内に土地、家屋及び償却資産が所在する

事実と行政サービスとの間には深い関連性がある

ので固定資産税は応益原則を最も強く具現化して

いる」とあり、固定資産税が応益性の原則に最も

沿う税目としている。また、固定資産税と行政サ

ービスとの関連性について、地方制度調査会は、

「地方分権時代の住民自治制度のあり方及び地方税

財源の充実確保に関する答申」（平成１２年１０月２５

日付）の中で、「固定資産税は、資産の保有とそれ

に対して市町村が提供する道路、上下水道、消防、

その他の行政サービスとの間に存在する一般的な

受益関係に着目して課税されるものであり、応益

性という地方税の重要な原則を具現した税である」

と、固定資産税と道路、上下水道、消防等の具体

的な行政サービスとの関連性を示している。

このように、固定資産税の課税根拠は、固定資

産が所在することによって、その所在市町村から

行政サービスを受ける点に置かれている。

次に、固定資産税の応益性について数値を用い

て行われた検証の一例を紹介する。そこでは、「行

政サービスに差がある場合には固定資産税負担も

差がある。行政サービスに差がない場合には固定

資産税負担も差が無い」という基準を用いて、市

町村間において、下水道等の行政サービスの格差

と固定資産税負担の格差に対応関係があるかを検

証している。その結果としては、①固定資産税の

応益性を概ね肯定する、②土地を住宅地と商業地

に分けて分析し、住宅地は応益的であるが商業地

は応益的ではないといった結論を得ているものが

ある。

ただし、これらはいずれも土地だけの検証とな

っており、家屋や償却資産については考慮されて

いないうえ、固定資産税の応益性に関する評価は、

応益性をどのように捉えて定式化するかに依存す

るところが大きいと考えられる。そのため、固定

資産税の応益性については、今後の更なる研究の

進展が課題である。

以上、述べてきたように、固定資産税については、

市町村が自主財源を確保する際に要請される「十分

性」及び「安定性」を備えているといえる。この２

点においては、固定資産税は役割を十分に果たすで

あろうが、一方の「応益性」については、今後の検

証が必要である。

しかし、この「応益性」は、超過課税を実施する

際に重要となる。なぜなら、地域住民に対し超過課

税の必要性を説明しなければならないからである。

行政サービスの水準と無関係に超過課税を実施する

ことは適切ではなく、市町村は、応益に基づいた理

論と住民への説明責任が要求される。

これについて、目的税であれば、一定の用途にか

かる費用に対して財源が足りないため超過課税を実

施するという理論が成立するが、普通税に関しては

そうではない。住民が納得する形で税目と税率を決

定しなければならず、住民への説明が難しい場合が

ある。しかしながら、固定資産税に限っていうと、

固定資産の受ける利益について、具体的な行政サー

ビスが例示されているので、それらの行政サービス

と負担の関係から税率を調節する余地が残されてい

ると考える。
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（２）固定資産税の税率の推移にみる超過課税の可能性

次に、現在の固定資産税の税率は、標準税率が１.４％

であり、制限税率が定められていないが、この税率

に至った経緯を振り返ってみたい。税率の推移は、

表３のとおりである。

固定資産税は、昭和２４年のシャウプ勧告による地

方税制改革に伴い、従来、国税であった地租・家屋

税を改組して創設された税である。その創設の際、

戦後において地方自治を維持するため年間５００億円の

税収が必要であるとされ、その税収を得るために、

固定資産税の税率は１.７５％とされたのが始まりであ

る。この１.７５％については、当時の地方税法改正法

案における国会での議論等を経て修正され、昭和２５

年度は、一定税率１.６％で課税された。そして、その

翌年の昭和２６年度には、標準税率１.６％、制限税率

３.０％とされ、一定税率が標準税率へ改められると

ともに制限税率が設けられた。その後、標準税率は、

昭和２９年度に１.５％、昭和３０年度に１.４％と引き下げ

られて現在に至っており、制限税率については、昭

和２９年度に２.５％、昭和３４年度に２.１％とされ、最終

的に平成１６年度の税制改正により廃止された。

このように、固定資産税の税率の設定は、創設当

初に数回改正が行われた後、半世紀に渡り変更され

ておらず、他の主要税目に係る標準税率の最終改正

（例えば、個人市町村民税（所得割）：平成１９年度、

法人市町村民税（法人税割）：昭和５６年３月）と比

較しても、相当長い期間変更されていない。この半

世紀の間に、全国の財政需要額と固定資産税収入額

は当然変化していることから、現在の税率は、必要

な費用を賄うために税率を定めるという創設当初の

理念を失いつつあるといえるであろう。長期に渡っ

て標準税率の変更がされず、受益と負担の明確化が

求められる現在において、市町村自らが、地域に必

要な費用を決定し、それに応じた税率を決定すると

いう創設当初の理念に沿った手法は、検討に値する

と考える。

そもそも、固定資産税の税率が長期に渡って変更

されなかった理由として、固定資産税の課税標準額

が、地価や物価の変動に連動するため、高度成長期

においては固定資産税収入額も増加し続けたことが

ある。また、前述したように、年度間で固定資産税

の収入額が大きく変動しないような制度が構築され

ているため、バブル崩壊時の地価急落時においても

比較的安定的した収入を得られたことにも要因があ

るだろう。しかし、バブル崩壊以降の長期間に渡る

地価の下落によって負担水準（当該土地に係る当該

年度の前年度分の課税標準額が当該年度の評価額に

対してどの水準にあるかを示す数値）が上昇し、今

後、土地の固定資産税収入額は、地価の変動との連動

性が高まることが予想され、税率の調節による収入額

の調整は、安定性を維持するためにも重要となってく

る。

（３）固定資産税の超過課税の実施状況

ここで、全国の固定資産税の税率採用状況（平成

２１年４月１日現在）を紹介したい。これについては

表４のとおりである。全団体となる１,７７８団体（東京

都特別区は、２３区をもって１団体で計上している）

のうち、超過課税を実施しているのは１６４団体で、全

体の９.２２％となっている。また、この超過課税で採

用されている税率のうち、最も採用が多い税率は

１.５０％で７０団体（超過課税実施団体全体の４２.７％）

となり、続いて１.６０％が５３団体（３２.３％）、１.７０％

が１７団体（１０.４％）となっている。

上述の結果について、都道府県別に超過課税の実

施状況を見ると、富山県、島根県、鳥取県、宮崎県、

京都府、石川県の順に超過課税の実施割合が高い。

これを地域に分けてみると、北陸地域や山陰地域で

超過課税の実施割合が高いという状況に対し、茨城
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県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

といった関東地域では、全ての団体が標準税率で課

税しており、地域間で超過課税の実施状況に差が認

められる。

大阪府においては、前述したように岬町のみが超

過課税を実施しており、実施割合は２.３３％と、全国

平均９.２２％よりも低く、近隣府県と単純に比較して

も制度活用の余地がある状況である。

（４）固定資産税の超過課税における課題

（１）で固定資産税が「十分性」及び「安定性」

を備えること、（２）で固定資産税の税率変遷からの

超過課税の可能性、（３）で府内市町村の状況から、

固定資産税について超過課税を実施する余地があるこ

とについて説明し、超過課税の検討対象税目として、

固定資産税は積極的な要素を持つことを紹介した。

しかし、固定資産税の超過課税を実施する際には、

いくつかの課題があるので注意したい。それは、適

正な課税客体の把握と徴収体制の強化である。

市町村間での税率の多様化は、地方分権を推進す

るにあたって十分起こりえることであるが、税の執

行過程で生じる格差は存在すべきではない。賦課又

は徴税の甘さがある状況で超過課税を実施すること

は、「公平性の原則」に反する。そのため、超過課税

を実施するにあたっては、適正な賦課と徴収体制の

強化に努めなければならない。

①償却資産の課税客体の把握

固定資産税の適正な賦課に係る問題の１つとし

て、課税客体となる償却資産の捕捉漏れが多いこ

とが指摘されている。償却資産については、土地

又は家屋と比較すると、固定資産税の課税客体と

しての認知度が低いことや、１つの資産について、

家屋又は償却資産のどちらと認定するかの判断が

困難なケースがあり、制度上又は実務上の困難さ

が認められる。そのため、償却資産について適正

に賦課するには、地方税法に定められている実地

調査を適宜実施する等の取組が必要である。しか

しながら、府内においては、一部の市町村で先進

的な取組も見受けられるが、依然として十分な取

組が行われているとはいえない状況にある。この

ような状況は、超過課税を行う以前の問題として、

固定資産税ひいては税全体に対する信頼を大きく

損なう結果を招きかねないので、制度周知や実地

調査等に一層の取組が求められるところである。

②徴収体制の強化

次に、固定資産税に係る徴収体制の強化である。

平成２０年度における府内市町村全体の固定資産税

の徴収率は９４.０％で、府内市町村全体の全税目に

かかる徴収率９４.５％より０.５％下回っている。こ

の固定資産税の徴収率は、近年において年々上昇

しているが、府内の市町村別に見ると、８２.６％か

ら９９.６％までばらつきが認められ、９０％を下回る

市町村数で比較すると、所得割が３市、法人税割

が１市であるのに対し、固定資産税は９市町と多

くなっている。固定資産税の超過課税を実施する

にあたって、徴収率の低い市町村は、特に注意が

必要である。

固定資産税は、納税義務者の所得の大小に関わ

らず課税されるため、景気悪化時には、その徴収
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に困難を伴うことも少なくないが、超過税率を実

施するには、その公平性を説明するためにも、よ

り良い徴収体制を確保したうえで実施することを

期待したい。

本稿では、自主財源確保にかかる手段として、固

定資産税の超過課税を紹介したが、これは、あくま

でも可能性の１つである。自主財源を確保する最適

な方法は、地域の実情に応じて多方面からの検討が

必要である。

従来の中央集権型システムが機能していた時代に

あっては、地方税は全国画一的な負担とすることが

求められていた。そのため、市町村が超過課税を実

施する場合には、多くの住民が関心を寄せるであろ

うし、行政側にも多大な負担が生じる。しかし、住

民を地域行政に関する議論へ巻き込んだうえで、税

率の変更を検討していく意味は大きい。必要な公共

財及び行政サービスを地域住民が自ら選好し、それ

に対する負担を負うということが本来の地方自治で

はなかろうか。

また、本稿は超過課税に絞って論じたが、税率の

調節については、引き上げるばかりではなく、政策

的な引下げの動きが一部の市町村で現実に認められ

る。真の分権型社会を実現するにあたって、財源不

足が認められなければ、引き下げる方向での税率調

節も積極的な検討に値する方策であると考える。税

率の調節は、地域の住民の地域行政に対する意識を

変革させる力を十分に持っている。税率の調節をき

っかけに、地域住民が政策全体について関心を持つ

ことにより、地域が自立的及び持続的に発展してい

くことを期待したい。

本稿が、税率について再認識を促す契機になり、

これについて、住民を含めて多くの議論がなされる

ことがあれば本望である。
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